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平成 30 年５月８日付鳥取県公報号外第 56 号別冊（３分冊の３） 

 

平成２８年度包括外部監査結果に基づき講じた措置 

 

第１ 販路拡大・輸出促進課 

監査結果 講じた措置 

１ 「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業

費補助金 

ア 交付要綱の補助率適用についての不明確

な記載について【意見】 

当該補助金は「鳥取県内で生産された農水産物

及びその加工品の輸出活動を促進支援し、輸出の

拡大や海外での「食のみやこ鳥取県」の認知度向

上により、本県農林水産業及び食品製造業の振興

を図ることを目的として交付する」と交付目的に

記載されている。 

補助対象経費及び補助金の額は、交付要綱の第

３条第２項に規定されており、「補助事業に要す

る別表の第３欄に掲げる経費に同表第４欄に定

める率を乗じて得た額以下とする」と記載されて

いる。また、別表には補助率は２／３となってい

るが、ただし書きで「国庫補助事業等他の事業で

対応できる場合、補助対象経費については１／６

とする」と要件が付され記載されている。 

平成 27 年度に国庫補助金等を受けて事業を実

施したのは全国農業協同組合連合会鳥取県本部

のみであり、提出を受けた輸出促進支援事業計画

は以下のとおりである。 

（表略） 

上記について、全国農業協同組合連合会鳥取県

本部から提出を受けた「平成 27 年度「食のみや

こ鳥取県」輸出促進活動支援事業報告書」による

と、「二十世紀中秋節販売促進」「二十世紀梨・新

甘泉販促」及び「あたご梨宣伝販売」の３事業に

ついては、全国果実輸出振興対策協議会かんき

つ・なし部会（以下「全輸協」という。）より補

助を受けていた事業である。 

交付要綱のただし書き「国庫補助事業等他の事

業で対応できる場合、補助対象経費については１

／６とする」の意図は、国庫補助１／２を受ける

事業者に対し、２／３の県補助のみの事業者と同

様の補助率となるよう配慮したものであるとの

説明であったが、交付要綱の文言ではそのように

読み取れないため、文言の訂正を行うことが必要

と思われる。（17 ページ） 

 

 

 

 

交付要綱のただし書きは、国庫補助を受ける

補助事業者に対し、補助率２／３の県補助のみ

の補助事業者と同様の補助率となるよう意図し

たものであったが、記載が不明確であったもの

である。 

このため、国庫補助を受けた事業者でも県の

補助率まで補助を受けることができることを交

付要綱に分かりすく明記した。 

 交付要綱における補助率の記載については、

補助対象者に対して、明確で分かりやすい記載

となるよう徹底することとした。 

 

 

イ 補助対象経費の範囲について【意見】 

「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費

 

補助対象経費については、絶えず見直しを
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監査結果 講じた措置 

補助金は、交付目的にもあるとおり、輸出の拡大

や海外での「食のみやこ鳥取県」の認知度向上等

に直接要する費用であるべきと考える。実績報告

書によると平成27年度に申請のあった68件のう

ち２社４件については、実費の旅費に日当を加え

た上で補助対象経費とし、それに補助率の２／３

を補助金として支払っていた。 

日当は、社会通念上妥当と認められる範囲に限

り、税法上給与として取り扱わず非課税としてい

る。しかしながら、慰労、諸雑費のための補てん

する手当といった意味合いであり、その使途につ

いても受給者の裁量に任せていることから、補助

金の補助対象経費として馴染まない支出である

ため、日当については除外すべきものと考える。

下表のとおり、当該２社４件に支払った補助金

7,891,692 円のうち 247,166 円は日当に対応する

部分であり、事業主体の従業員等に支払っている

日当については、補助対象経費等には該当しない

ものと認められる。 

因みに、事業主体である全国農業協同組合連合

会鳥取県本部は、全輸協からも補助金を受領して

いるが、全輸協は補助金の算定基礎から日当部分

を外して計算している。なお、平成 28 年度の当

該交付要綱では旅費の中から食事代と日当を除

くことが明記されている。 

（表略） 

（18 ページ） 

行っており、日当は、平成 28 年度から補助対象

外とした。 

 補助対象経費の範囲については、個々の補助

金の交付目的を達成するために必要なものを定

めているところであるが、改めて補助金の交付

目的に沿ったものとなるよう徹底することとし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 食のみやこ鳥取ブランド団体支援交付金 

ア 予算の効率的執行【意見】 

農業協同組合は県内の６農協に対して

13,000,000 円の予算額で措置されている。 

 それぞれの農業協同組合に交付する金額は、交

付要綱の第４条で最低保証額と調整交付額を算

定し、それぞれの農業協同組合等に内示してい

る。 

 平成 27 年度は鳥取いなば農業協同組合と大山

乳業協同組合が予算の執行不足となっているが、

鳥取中央農業協同組合、鳥取西部農業協同組合、

鳥取県畜産農業協同組合及びＪＡ鳥取県中央会

は内示額を適正に執行している。 

 交付要綱では、農業協同組合及び農業協同組合

中央会に対して 13,000,000 円の予算措置となっ

ており、個々の組合に執行不足分が発生するよう

な場合、例えば内示額を超えて補助目的に該当す

る事業活動を実施している鳥取中央農業協同組

合や鳥取西部農業協同組合等に配分する等、効率

 

 

実施状況を踏まえた上で内示額を変更するな

ど、より柔軟な予算執行が可能となるよう、平

成 29 年度事業から実施状況の報告の時点を 10

月末から事業完了の目処が立つ 12 月末に変更

し、進捗状況の確認を後倒して実施することと

した。 
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監査結果 講じた措置 

的な執行を図るべきである。 

 10 月末の事業実施状況を 11 月に報告すること

になっているが、11 月に事業の進捗状況を確認し

ても予算措置が出来ないのであれば、進捗状況の

確認を後倒して実施した上で、予算配分の見直し

及び内示額を変更するなどして、当初の内示額以

上に事業を行っている組合に効率的な予算執行

を行うべきである。 

 平成 27 年度 予算額 

 ・農業協同組合６組合に対して 13,000,000 円

 ・全国農業協同組合連合会鳥取県本部に対して

7,000,000 円 

 ・鳥取県漁業協同組合に対して 4,000,000 円 

 

 平成 27 年度 確定額 

 ・農業協同組合６組合に対して 11,372,260 円

 ・全国農業協同組合連合会鳥取県本部に対して

7,750,000 円 

 ・鳥取県漁業協同組合に対して 1,282,500 円   

（19 ページ） 

３  おいしい鳥取ＰＲ推進事業費補助金 

ア 補助金交付要綱の消費税及び地方消費税

に関する規定について【意見】 

本補助金は、「おいしい鳥取ＰＲ推進事業費補

助金交付要綱」において消費税抜きの補助対象経

費を算定基準として補助金を交付する旨の規定

がないことから、消費税込みの補助対象経費を算

定基準として補助金が交付されていた。確認した

ところ、以前より本補助金の補助対象者は小規模

な事業団体しかおらず、消費税及び地方消費税

（以下「消費税等」という。）の課税事業者とな

るような事業者はいないであろうとの考えから、

補助金交付要綱に消費税抜きの補助対象経費を

算定基準として補助金を交付する旨の規定をし

ていない、との回答であった。なお、補助対象者

が消費税等の課税事業者か免税事業者かの確認

は行っていないとのことである。 

消費税法等によると、消費税等は事業者が課税

対象となる取引を行った場合に納税義務が生ず

るが、生産及び流通の各段階の取引で重ねて課税

されないように、確定申告において、課税売上げ

（消費税等の課税対象となる資産の譲渡等）に係

る消費税額から課税仕入れ（消費税等の課税対象

となる資産の譲受け等）に係る消費税額を控除

（以下、「仕入れ税額控除」という。）する仕組み

が採られている。 

 

 

 

補助事業に係る消費税法に対する理解の不足

が原因である。 

すべての補助金等について消費税等に係る仕

入控除税額による減額を行うこととし、標準要

綱を改正するとともに全ての交付要綱を改正し

た。 

あわせて、制度の周知及び事務処理の円滑化

のため、補助金等に係る仕入控除税額の処理フ

ロー及び事務手続・添付書類に係るチェックリ

ストの雛形を作成し、補助金等事務の適正化に

ついて通知文書により改めて全庁的に周知徹底

した。 

さらに、会計事務研修会などの機会を利用し

て、補助金事務に係る消費税の取扱いについて

職員への周知を図ることとした。 
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監査結果 講じた措置 

したがって補助対象者が消費税等の課税事業

者の場合、補助対象経費の内、課税仕入れに該当

するものについては、上記の仕組みにより確定申

告の際に課税仕入れに係る消費税額を仕入税額

控除することにより、当該経費に係る消費税額を

実質的に負担しないこととなり、消費税込みの補

助対象経費を算定基準として補助金が交付され

ると、結果として、消費税部分については補助金

の過大交付となる。 

早急に補助金交付要綱において消費税等につ

いての規定をするとともに、補助対象者につい

て、消費税等の課税事業者か免税事業者かの確認

を行い、課税事業者の場合には補助金の過大交付

の問題が発生していないか確認をする必要があ

る。（23 ページ） 

イ 事業完了年月日の記載及び実績報告書の

提出期限の徹底について【意見】 

当補助事業についての、補助金実績報告書の提

出期限は「おいしい鳥取ＰＲ推進事業費補助金交

付要綱」の第８条第１項に「補助事業の完了の日

から 30 日を経過する日」と定められている。ま

た、様式第１号の事業計画（実績報告）書及び収

支予算（決算）書に記載されている「事業完了（予

定）年月日」の定義について確認したところ、「補

助対象経費の最終支払日」とのことであった。 

提示された資料の監査を行ったところ、補助対

象経費の最終支払日が平成 27 年 11 月 29 日であ

るにもかかわらず、事業完了年月日が平成 27 年

12 月 10 日となっており、補助金実績報告書の提

出日が平成28年１月14日と明らかに遅延してい

るものや、補助対象経費の最終支払日が平成 27

年 11 月 20 日であるにもかかわらず、事業完了年

月日が平成 27 年 12 月 20 日と記載されているの

が確認された。 

速やかに報告書の提出を受けて事業内容の精

査を行う必要があることからも、今後はこのよう

なことがないよう規定どおりに報告書の提出を

受けるようなチェック体制の構築をすべきであ

る。また、事業完了年月日は実績報告書の提出期

限日にも関わってくるため、事業完了年月日の定

義について補助金交付要綱に記載するなど、補助

対象者への周知を図る必要がある。（24 ページ）

 

 

当該補助事業における、事業完了年月日の定

義等の周知不足及び補助事業者の認識不足が原

因である。 

このため、補助金の手引きにおいて、事業完

了年月日の定義等を記載し、補助対象者への周

知を図った。 

ウ 補助対象経費の範囲について【意見】 

補助対象経費について調べたところ、鳥取県産

直協議会の補助対象経費の中に「食事代」として

合計 291,610 円、風のマルシェの補助対象経費の

 

交付要綱に規定する補助対象経費の文言が不

明確であったことが原因である。 
このため、交付要綱に補助対象経費として食
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監査結果 講じた措置 

中に「食事代」として合計 46,575 円、ＩＭＯの

補助対象経費の中に「ジェラート試食、交流会」

の経費として合計 18,812 円が確認された。これ

らの経費は「おいしい鳥取ＰＲ推進事業費補助金

交付要綱」の補助対象経費の範囲として規定され

ていないものである。 

担当者に確認を行ったところ、「平成 26 年３月

に補助金交付要綱の改正が実施され、改正前の補

助金交付要綱での補助対象経費については以下

の記載となっており、補助金交付要綱の改正後も

補助対象経費の範囲に変更はないことから、改正

前と変わらず『食事代等』は補助対象経費として

認められるものと考えていた。また、今回の『食

事代等』については『会議費』に含まれると考え

ており、補助対象経費として認められる」との回

答であった。 

しかしながら、改正により補助対象経費の範囲

から食事代が削除されていること、また、仮に食

事代が会議費だとする場合の会議費と食事代の

区分も不明確なことから、補助対象経費の費用に

ついて再度見直しをされたい。 

また、補助金交付要綱の改正に伴い、補助対象

経費の規定内容について変更があったにも関わ

らず、補助対象経費の範囲について、改正前の補

助金交付要綱を判断基準にしていることが推量

され、その改正内容の周知徹底を十分に行われた

い。 

（表略） 

（25 ページ） 

糧費を明記し、平成 29 年度から適用した。 
また、補助金の手引きを作成し、補助対象者

に対して補助対象経費の考え方等の補助内容を

周知徹底することとした。 
 

 

４ 食の安全・安心プロジェクト推進事業補助金

ア 本補助事業の実施日程の［終了日］の記載

について【意見】 

補助事業実績報告書に記載されている「本補助

事業の実施日程の［終了日］」の定義について確

認を行ったところ、実績報告書の添付書類が全て

そろった日（補助対象経費に係る領収書受領日の

うち最も遅い日、又は本補助金により取得した食

品安全規格の認証通知日のいずれか遅い日）との

ことであった。 

補助事業実績報告書及び補助事業収支決算書

について監査を行ったところ、本補助金により取

得した食品安全規格の認証通知日が平成 27 年 10

月 29 日であるにもかかわらず、平成 28 年３月 20

日を「本補助事業の実施日程の［終了日］」とし

て記載しているものがあった。 

速やかに報告書の提出を受けて事業内容の精

 

 

 

当該補助事業における、補助事業の終了日の

定義等の周知不足及び補助事業者の認識不足が

原因である。 

このため、補助金公募要領において補助事業

の終了日の定義等を記載し、補助対象者への周

知を図った。 

 

 

 



 

 6

監査結果 講じた措置 

査を行う必要があることからも、今後はこのよう

なことがないよう規定どおりに報告書の提出を

受けるようなチェック体制の構築をするべきで

ある。また、補助金公募要領に「本補助事業の実

施日程の［終了日］」の定義について記載するな

どして、補助対象者への周知を図り、「本補助事

業の実施日程の［終了日］」には定義に従った日

付を記載させるようにする必要がある。 

（26 ページ） 

イ 平成 25 年度食の安全・安心プロジェクト

推進事業補助金 

(イ) 補助対象経費の消費税等の課否判定

誤りによる補助金の過大交付について【指

摘事項】 

補助対象経費については、補助金交付要綱第４

条第２項において「（仕入れ控除税額（補助対象

経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当す

る額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除で

きる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和 25

年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除

く。）」と規定されており、消費税抜きの金額で補

助対象経費とすることとされている。 

補助事業収支決算書の監査を行ったところ、

「旅費」980,222 円については、消費税込みの金

額で計上されていた。補助対象経費として計上す

るべき「旅費」は消費税抜きの 925,382 円であり、

その結果、補助対象経費の決算額 5,632,882 円が

補助金の算定基準額となり、補助金交付決定額

は、算定基準額の１／２である 2,816,441 円とす

る必要があった。結果として、補助金が 27,420

円過大に交付されている。 

 

 

 

 

上記に記載されている過大に交付された補助

金については返還を求めるべきである。また、今

後は「補助事業実績報告書」に添付されている決

算書を精査することで、補助金の額の確定額に誤

りが生じないように注意するとともに、チェック

体制の見直しも検討するべきである。（27 ページ）

 

 

 

 

 

実績報告書のチェックが十分でなかったこと

が原因であり、過大に交付した補助金の返還を

求め、既に返還された。 

再発防止のため、実績報告書については、主

査及び副査によるチェックを徹底するととも

に、上司が確認を行うこととした。 

 

 

 

５ 「食のみやこ鳥取県」輸出支援体制整備事業

業務委託 

ア 委託料の算定について【意見】 
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監査結果 講じた措置 

台湾、マカオでの販路拡大事業を目的に(公財)

鳥取県産業振興機構と契約金額 3,529,000 円（う

ち取引に係る消費税及び地方消費税 261,407 円）

で業務委託契約を締結している。 

事業は台湾の台北市で行われた「2015 鳥取県

物産展 ｉｎ 台湾―微風広場」に県内企業 15

社が出品し、そのうち３社が現地入りし販促活

動・表敬訪問を行い、台北における市場調査と継

続的販路拡大の可能性を調査するものである。 

出張期間は平成 27 年９月 16 日から 21 日の６

日間である。 

検査復命書は平成28年５月10日に作成されて

いる。 

検査場所は市場開拓局販路拡大・輸出促進課内

において行い、次の書類を実地に検査している。

 ・委託事業の関係書類一式（申請書・完了報

告書） 
 ・支払関係の請求書・領収書等 
完了報告書の委託費実績内訳の内容について、

予算額は税込みで記入されているが実績額は税

抜きで記載され最後に消費税等を加えた形と

なっている。 
支払関係の請求書や領収書等は検査者が確認

しただけで写し等の添付はないが、本来消費税等

が課税されない租税公課（印紙税）に対して消費

税等が上乗せされて支払われている。また、旅費

交通費についても、ＪＴＢの請求書（海外渡航費

等）に基づいて支払ったものであるが、本来海外

渡航費の請求は消費税等が課税されていない取

引（免税取引）であり、それに対しても消費税等

を上乗せして支払っていた。 
委託費であるため役務の対価として消費税等

を上乗せして払うことには理解できるが、当該契

約の「委託業務の実施に要する費用を委託先に支

払う」との規定や実績内訳書により委託料が支払

われることから、いわゆる実費弁償的な契約であ

り、その費用の中にそもそも消費税等が課税され

ていない支払に対して消費税等を上乗せして支

払うことは疑問である。今後においては、明らか

に実費弁償となる消費税等の課税されていない

経費等については、立替払いの精算等の手段で実

費精算を検討すべきと思われる。（29 ページ） 

契約については、消費税を含め委託事業者と

よく協議して、委託業者との合意により適正な

契約方法による契約を徹底することとした。 

６ ミラノ万博での日本館ステージイベント及

びジャパンサローネ出展 

ア 委託経費の実績内訳の記載誤りの放置に

ついて【指摘事項】 
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監査結果 講じた措置 

㈱Ｂは業務費総額 16,450,000 円（税抜き）で

受注し、別途消費税等として 1,316,000 円で請負

契約書を作成している。 

しかし、「ミラノ万博にかかる㈱Ｂに対する委

託経費の実績内訳」では、税抜きの請負金額は

16,820,485 円で消費税等が 945,515 円になって

いる。 

契約書を作成した際の見積書は、海外への渡航

費用や海外での宿泊費を請負であるため課税と

していたが、実績内訳書では海外渡航費や宿泊

費、輸送費を非課税として調整したため、当初の

海外渡航費等に係る消費税等相当額について役

務金額を任意に増額し消費税込みの委託契約金

額の総額に安易に帳尻を合わせているものであ

る。 

役務金額を増額したのであれば変更契約書を

交わす等の方法をとるべきである。（31 ページ）

当該委託事業について、当初の予定以上に事

業費がかさんだもので、本来、役務金額を増額

する変更契約を行うべきであったが、当初契約

額どおりに事業を執行するために消費税額で調

整したものである。 

 今後は、速やかに変更契約を行うなど適正な

契約事務を徹底することとした。 

イ 契約書作成時の相当なる注意義務の怠り

（印紙税不納付文書の放置）【意見】 

㈱Ｂとの契約書は、印紙税法に規定する２号文

書「請負に関する契約書」に該当し 20,000 円の

印紙税を納付する必要があるが、当該文書には印

紙が貼られていない。 

県は地方公共団体であるため、印紙税法第５条

において非課税法人であり、地方公共団体が作成

する文書は非課税とされている。なお、印紙税法

第４条第５項、６項において、共同して作成する

文書はおおむね各当事者が１通ずつ所持すると

いう実態をとらえて、地方公共団体が所持する文

書は他のものが作成して地方公共団体に交付し

たもの、他の者が所持する文書は国等が作成した

ものと仮定し、地方公共団体が所持するものにつ

いてだけ課税することとしている。県自体は納税

義務を課されないが、契約書本体は県が作成して

いるものであり、契約時に印紙貼付する必要があ

る旨の指導文書を作成するなどし、印紙の貼付に

ついて誤りのないよう指導すべきである。 

（31 ページ） 

 

 

契約書への収入印紙の貼付等の適正な事務処

理について、通知文書の発出及び会計事務研修

での説明等により注意喚起を行い、全庁的に周

知徹底を図った。 
なお、指摘のあった契約書については、速や

かに印紙の貼付けが行われた。 

７ 香港における鳥取県プロモーション企画実

施業務委託 

ア 委託金額の精査について【意見】 

当初の契約は上記の業務内容で行っているが、

平成 27 年９月７日に変更契約書を締結し、委託

金額を「金 2,631,514 円」から「金 4,676,781 円」

に増額する契約を締結している。 

上記の業務内容に、知事のトッププロモーショ

 

 

 

当該事業における変更契約については、当初

契約内容に業務を追加したものであり、当初契

約業者から見積書を徴収し、費用対効果を含め

金額を厳正に精査した上で契約したものであ

る。 
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監査結果 講じた措置 

ン活動を加えた業務仕様書に変更し、2,045,267

円の増額の変更契約書を締結している。しかし、

原契約でもＰＲ活動は盛り込まれている。 

また、当該契約においては見積書等も作成され

ておらず、具体的な費用の検討がされないまま契

約しているものと認められる。このように、当初

契約額の倍近い増額がされた場合、県の予算を使

用して行うＰＲ活動である以上、見積書の作成は

当然のことながら、増額による費用対効果も含

め、委託金額の精査を厳正に行うべきと考える。

（32 ページ） 

今後とも、業務委託契約を締結する際は、費

用対効果の検討を含めて、適正に行うことを徹

底することとした。 

 

第２ 食のみやこ推進課 

監査結果 講じた措置 

１ 初めての６次産業化バックアップ事業費補

助金 

ア 交付要綱における事業実施主体について

の不明確な規定について【意見】 

交付要綱第２条（交付目的）において、「本補

助金は、意欲ある小規模農林漁業者が行う６次産

業化の取り組みを支援することにより、元気な農

林漁業者を育成し、地域農林水産業の振興、地域

経済の活性化を図ることを目的として交付す

る。」とし、また同第３条（補助金の交付）にお

いて別表の第２欄（事業実施主体）に掲げる者に

対して、予算の範囲内で本補助金を交付するとし

ている。 

Ａ団体Ｂ支所は団体Ａの一支所であり、別表第

２欄によると「農林漁業者、農林水産業を営む法

人、任意組織（規約を有し、農林水産業者で構成

されている団体）」としており、法人単位の申請

を前提としているにも関わらず、支所単位の申請

を受理し補助金を交付している。担当課では各支

所により水揚げ魚種が異なることから、その取り

組みも異なっている実態を踏まえて一支所を交

付対象者としたとのことだが、交付要綱の規定で

は事業実施主体に該当しない者に交付している

ものと認められることから、交付対象者が明確と

なるように交付要綱を規定すべきである。 

（34 ページ） 

 

 

 

 

事業実施主体については、交付要綱に明確に

規定されているが、厳格な運用ができていなか

ったことが原因である。 

主査及び副査による事業実施主体のチェック

を徹底するとともに、上司が確認を行うことと

した。 

 

 

イ 補助対象経費の支出先の適正について【意

見】 

株式会社Ｓの実績報告に係る調書を確認した

ところ、補助対象設備（米低温貯蔵庫）の取得に

ついて、契約事業者と相見積もり事業者が同じで

あり、同程度機種として容量の違う機種（価格差

 

 

補助事業者への見積書の徴取方法等の指導不

足が原因である。 

補助金の適正な執行のため、見積書の徴取や

業者選定に係る留意点を丁寧に説明するととも
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監査結果 講じた措置 

は 1,852 円）を比較し決定していた。実施計画書

で求めている相見積もりや機種選定理由につい

ては、補助金対象経費だからというだけではな

く、真に必要とされる諸設備の取得についてお手

盛り価格を除外し、その結果として適正価格での

取得と交付対象事業者自身の負担軽減につなが

ることを目的にその添付を求めているのであり、

県も審査段階で十分指導する必要がある。 

また、関連して、外注としてデザインを発注し

たＵ(有)の代表者と検査検収担当者の名字が同

一であったため、関連を確認することを依頼した

ところ、同族関係者（親子間）とのことであった。

担当官は、同族関係者との取引を禁止する規定が

無いことや、補助金対象事業者は株式会社であ

り、その経費の支出先についても一定のガバナン

スのもとで決定されていることが推量されるこ

とから特に問題は無いとしているが、このような

補助対象経費となる支出であれば、特に支出先が

事業責任者と同族関係者である場合等、お手盛り

の経費計上となりやすいので、実際のデザインの

選定経緯及び公募やコンペ等の実施の有無につ

いて確認する等、恣意的経費の未然防止の観点か

ら、補助対象経費の審査を厳正に行うべきであ

る。（35 ページ） 

に、恣意的経費の計上を未然に防止する観点か

ら、事業採択にかかる審査段階から十分な指導

及び審査を行っていくこととした。 

ウ 実績報告書に係る調査復命書の記載並び

に添付資料について【意見】 

実績報告書に係る検査の実施にあたり、現地で

の検査時に補助金活用による導入機器等の目視

による確認・写真等による記録、実績報告書の記

載内容について領収書等の証拠書類と突合を実

施しているとのことであるが、実績報告に係る調

査復命書を作成する意味は、当該調査により遂行

されたかどうかを判定するための事実確認の報

告であることから、補助金交付となった現物の確

認写真や取得証拠書類のコピーなどの添付を徹

底することによって、検査調書としてより実効性

のあるものとすべきである。（35 ページ） 

 

 

実績報告に係る現地検査時に、支払ごとに契

約金額・契約者・支払日などを記載した一覧表

を作成するとともに、機器導入等の場合には、

写真等を添付し、より実効性のある調査復命書

となるよう徹底することとした。 

 

 

 

 

 

 

２ もうかる６次化・農商工連携支援事業費補助

金（スタートアップ型） 

ア 補助対象経費の購入資料の厳正なチェッ

ク【意見】 

個人Ｉへの補助対象経費は食品加工に必要な

備品の購入費用であるが、購入実績の証拠書類と

して、購入先からの請求書、領収書のコピー添付

があるものの、その証憑には住所及び屋号のみの

記載であり、代表名（個人事業の場合）及び電話

 

 

 

 

証拠となる証憑等に疑義が生じる場合は、他

の書類等での確認を徹底し、補助対象経費につ

いては、検査時において、より厳密なチェック

に努める。 

また、当該補助事業については、事務処理に
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監査結果 講じた措置 

番号の記載がなく、更に領収書には印紙すら貼付

されていないものであった。資料から推測する限

り不自然であり、補助金の性格から考えると審査

段階での厳正なチェックをすべきである。 

（37 ページ） 

不慣れな申請者が多いため、適正な事務処理に

ついて、特に丁寧な説明に留意し、事業採択に

かかる審査段階から十分な指導を行っていくこ

ととした。 

 

イ 実績報告に係る調書の記載誤り【指摘事

項】 

事業主体であるＹグループの補助金の交付に

ついて、「実績報告に係る調査復命書」が作成さ

れているが、その指令経過の事業主体欄には、全

く別人の氏名が記載されていた。単純な記載誤り

と理解するが、「実績報告に係る調査復命書」の

作成目的を考えた場合、形式的かつ安易な調査復

命書となっていると言わざるを得ない。添付条件

となっている資料や記載事項のチェックと併せ

て、確認時の現物の写真等を追加添付するなど、

適正かつ厳格な調査復命書を作成すべきである。

（37 ページ） 

 

 

検査復命書の記載内容のチェックが不十分で

あったものである。 

 実施内容について厳重にチェックし、適正な

調査復命書を作成することとした。 

３ 食のみやこ鳥取県推進事業費補助金 

ア 継続的な定額補助金交付者に対する深度

ある検査確認の実施について（食のみやこ鳥

取県美味しい郷土料理普及推進事業）【意見】

（公社）鳥取県栄養士会が実施する、「食のみ

やこ鳥取県美味しい郷土料理普及推進事業」は例

年予算規模が同額の 900,000 円となっており、県

の補助金も例年 900,000 円となっている。同者の

平成 25 年度、平成 26 年度及び平成 27 年度の事

業計画書及び予算書、決算書を確認したところ、

合計の予算額と決算額が同額であった。また、事

業内容についても講習会数等や参加人数は相違

するものの、例年同じ内容となっており、新しい

事業の取り組み等も報告書においては確認でき

なかった。更に、決算末に消耗品等（シャープペ

ン、４色ボールペン、ダブルクリップ、フラット

ファイル、ＰＰＣ用紙等）を購入したとして予算

額と決算額が同額となっているが、領収書での支

出の確認はできるものの、納品書や請求書に日付

が空欄であるなど証憑類についても不自然な点

が認められた。例年同じ予算額で同額の決算額が

計上されていることは、通常考えられない。 

以上の状況を検討すると、当該補助金が例年慣

習化されていることが原因と考えられることか

ら、担当課は補助実施事業のマンネリ化防止の観

点はもちろん今後の定額補助の継続性のあり方

も含めて、事業内容並びに決算内容の厳正な精査

を実施されたい。（38 ページ） 

 

 

 

 

当該事業は、学校、病院等も含め様々な対象

者、メニューにより料理講習会を行うなど、例

年工夫しながら実施し、地域の食や伝統料理の

大切さを伝えているものである。 

また、予算額と決算額が同額であったことに

ついては、例年、決算額は予算額を超えていた

が、県に報告する予算額及び決算額は補助金額

に合わせるよう補助事業者に指導していたこと

によるものである。 

今後は、より効果的に事業を実施するために、

申請前に企画内容を補助事業者と協議するとと

もに、申請及び実績報告において適正な事務処

理を指導した。併せて、事業内容及び経費につ

いて、主査、副査及び上司による所属内での内

容確認を徹底することとした。 
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監査結果 講じた措置 

イ 補助事業の目的に沿った実施事業内容の

明確化について（食のみやこ鳥取県調理の技

普及推進事業）【意見】 

（一社）鳥取県日本調理士技能士会、（一社）

鳥取県調理師連合会が行う「食のみやこ鳥取県調

理の技普及推進事業」は料理講習会や発表会を通

じて、県産食材を利用した料理の普及や県産食材

の利用促進を図るとされ、それぞれに毎年

580,000 円の補助金が支出されている。両者の実

績報告書により実施内容を確認したところ、料理

教室等の開催内容が報告されているがメニュー

等の内容から県産食材の利用について全く触れ

られておらず、本来の補助事業の目的が達せられ

ているか判断することができない。前項の意見同

様、例年定額の補助事業であることを含め、交付

目的に沿った事業内容であるかどうか厳正な精

査を実施されたい。（39 ページ） 

 

 

 

県産食材の利用は大前提であったことから、

実績報告書に特段の記載を求めていなかったこ

とによるものである。 

 補助事業者に再度説明し、利用した県産食材

を実績報告書に記載することとした。 

 

ウ 実績報告書の記載誤り（県産魚ブランド発

信事業）【指摘事項】 

鳥取県産魚ＰＲ推進協議会の県産魚ブランド

発信事業の実績報告書によると、補助対象経費と

して、松葉ガニの特産化項目で支出内容に記載さ

れている「五輝星のぼり 100 枚＠300 円」として

記載されているほかに、ＰＲ資材作成項目とし

て、同じく「五輝星のぼり 100 枚＠300 円」とし

て記載されていた。確認したところ、明らかに報

告書の記載誤りであったが、誤った記載に基づき

報告された実績報告書が、形式的な審査により処

理されているものと認められる。適正で厳格な審

査が行われているのか疑問であり、不適切であ

る。（39 ページ） 

 

 

実績報告書の確認漏れによるものである。 

 再発防止のため、補助金申請、実績報告につ

いては、主査及び副査によるチェックを徹底す

るとともに、上司が厳重に確認を行うこととし

た。 

 

 

エ 交付目的に沿った合理的な執行について

（松葉ガニトップブランド事業）【意見】 

松葉ガニトップブランド事業の補助目的は、

「とっとり松葉がに」のうち、大きさ・品質・型

とも最上位の松葉がにをトップブランドとして

差別化し、ブランド化を推進する目的で平成 27

年度に補正予算化されたものである。事業報告書

を確認したところ、補助対象経費として「特選と

っとり松葉がに五輝星」ＰＲ用の小冊子の作成費

用が支出されているが、同様に県産魚ブランド発

信事業補助金においても補助対象経費として支

出されていた。県の説明では、当該カニＰＲ小冊

子の作成費用が当初見積もりより増加したため、

松葉がにトップブランド事業補助金を優先して

活用し、不足額を県産魚ブランド発信事業補助金

 

 

当該小冊子は、松葉ガニトップブランド事業

において、「五輝星」をはじめ鳥取県産の様々な

カニを紹介することで、鳥取のカニ全体のブラ

ンド化を図ることを目的に作成したものである

が、作成費用が当初見積りより増加したため、

増加部分については、県産魚ブランド発信事業

費を活用した。 

今後、複数の補助金を活用して事業を実施す

る場合は、事業内容の説明責任を果たしていく

とともに、補助対象経費については、補助事業

の目的と内容の合致について、より厳密に精査

していくこととした。 
 



 

 13

監査結果 講じた措置 

で活用したとのことであった。下表のとおり、冊

子の紙面構成や内容から判断する限り、いずれの

補助事業も鳥取県のカニの魅力を紹介する事業

であることは理解できるが、本冊子には五輝星の

紹介ページが少ない等、当該補助事業の本来の目

的である松葉がにのトップブランド「特選とっと

り松葉がに五輝星」をＰＲするという目的で作成

された小冊子であるとは言い難い。補助事業の目

的とした補助対象経費の支出について、目的と内

容が合致したものか、厳密に精査すべきである。

また、このように複数の補助金の補助対象経費と

なる場合は、単に不足額を負担するのではなく、

その負担額に合理性を持たせるべきである。 
（表略） 

（39 ページ） 

 

 

オ 消費税仕入税額控除の確認もれ（ジビエビ

ジネス化支援事業）【指摘事項】 

㈱Ｔのジビエビジネス化支援事業の補助金実

績報告書の収支決算書によると、補助対象経費と

してＰＲ資料作成費 410,400 円が支出されてい

る。当該支出の収支予算書の記載においても、当

該支出が消費税税込み価格を補助対象経費とし

ていることが明らかである。 

そもそも、当該補助金を受給した事業者は、収

入として消費税について不課税収入として処理

され、一方その補助金で賄われた経費（当該補助

対象経費の場合①料理開発のための試作材料費

②料理開発後の料理のＲＲ用チラシ印刷費及び

作成費）については課税仕入れとして処理されて

いることが推量される。つまり、このように補助

対象経費を税込みで認めることとした場合、補助

対象事業者の消費税等の税額計算にあたり、いわ

ば補助金（財源は税金）で課税仕入れ税額を容認

することとなり、結果的に事業者の消費税申告に

おいて算出される納税額を不当に減少あるいは

還付を受けることとなる。よって、従来から補助

金の交付要綱等では、消費税税抜き価格をもって

補助対象経費としていること、または交付対象事

業者の消費税補助金に係る消費税仕入れ控除税

額が確定した場合に報告書の提出義務を課すこ

とで、適正な補助事業に係る消費税仕入税額控除

の取り扱いを行うこととしていることは、県にお

いても周知されているものと理解している。   

なお、当該法人を除く他のジビエビジネス化支

援事業の補助金交付対象者の補助金実績報告書

を確認するも補助対象経費が税込み価格を対象

 

 

補助事業に係る消費税法に対する理解の不足

が原因である。 

全ての補助金等について消費税等に係る仕入

控除税額による減額を行うこととし、標準要綱

を改正するとともに全ての要綱を改正した。 

併せて、制度の周知及び事務処理の円滑化の

ため、補助金等に係る仕入控除税額の処理フロ

ー及び事務手続・添付書類に係るチェックリス

トの雛形を作成し、補助金等事務の適正化につ

いて通知文書により改めて全庁的に周知徹底し

た。 

さらに、会計事務研修会などの機会を利用し

て、補助金事務に係る消費税の取扱いについて

職員への周知を図ることとした。 
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経費としているのか、税抜き価格を対象としてい

るのか確認することが出来なかった。つまり、補

助金審査において補助対象経費の消費税に係る

チェック機能が全くされていない事実や、事後的

に補助事業対象者から消費税課税仕入に係る報

告書の提出がされていない事実が認められた。担

当課における消費税等の理解不足なのか、あるい

は補助対象経費の審査が形骸的なものになって

いるのか、いずれにしても不適切と言わざるを得

ない。（40 ページ） 

カ 補助金交付対象者の消費税課税事業者に

ついての確認もれ（共通）【意見】 

「食のみやこ鳥取県推進事業費補助金」の交付

対象事業者の全てが、消費税等の課税事業者の該

当有無について全く審査されていない。交付対象

者が課税事業者でない場合、消費税の納税義務も

ないため、不当に納税額を減少することや、還付

を受けることはあり得ないが、消費税の課税事業

者である場合、前項の記載のとおり、補助金で本

来納税するべき消費税額を減少させる結果にな

るため、必ず課税事業者の該当有無について

チェックする必要があると考える。このため、交

付申請並びに審査時において記載又は添付が要

件とされる補助事業の計画書及び収支予算書や

法人又は団体の組織概要や決算書に加え、消費税

の課税事業者の該当有無について記載する事項

を設ける等して、適正な補助対象経費の算定を実

施すべきと考える。（41 ページ） 

キ とっとりバーガーフェスタ支援事業関係

資料の監査にあたって（総括） 

(ア) 事業計画書における記載漏れについ

て【指摘事項】 

補助金交付要綱より、事業計画書（様式第１号）

においては「他の補助金の活用の有無」の記載が

求められている。「有」、「無」のいずれかに○を

付し、「有」の場合には、活用する補助金名やそ

の事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補

助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）

を記載しなければならないが、事業計画書には何

らの表記もなされていない。 

当該事業においては、県の他に大山町、伯耆町

及び江府町よりそれぞれ補助金の交付が行われ

ている。この記載の有無について確認をしたとこ

ろ、県において他の補助金を受ける場合にのみ記

載をするものとの認識であった。しかしながら、

補助金に係る問い合わせ先として「団体名」の記

 

 

 

 

交付申請書等の確認漏れによるものである。 

 再発防止のため、交付申請書等について、主

査及び副査によるチェックを徹底するととも

に、上司が厳重に確認を行うこととした。 
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載が求められていることからすると、県以外から

の交付も記載対象としているものと考えられる。

また、仮に県の補助金のみを記載対象としていた

としても、他に交付が無い場合には、「無」を記

載しなければならず、いずれにしても記載漏れで

あることを指摘する。（42 ページ） 

(イ) 事業収支予算書における添付書類の

不備について【指摘事項】 

補助金交付要綱より、事業収支予算書（様式第

２号）には「事業実施主体の組織構成が明らかに

なる書類」を添付しなければならないことが明示

されている。当該添付書類の確認を求めたとこ

ろ、その不備が確認された。これは、本補助金の

交付対象先であるとっとりバーガーフェスタ実

行委員会へは、バーガーフェスタの支援事業とし

て平成21年度より毎年補助金が交付されており、

その双方の継続的な関係性によりチェックが甘

くなったとのことであった。 

しかし、本補助金は単年度予算に基づく交付で

あり、継続した事業であっても毎年度改めて申請

を行い、補助金交付要綱による厳格な手続き及び

審査の後に交付の決定がなされるものである。一

般的に事業主体の組織構成が流動性を有してい

ることから、その構成については毎年厳格に確認

を行わなければならない。したがって、補助金の

対象事業者としての適否を十分に審査すること

なく交付決定がなされたことは、補助金の交付手

続き上、重大な瑕疵があると言わざるを得ない。

（42 ページ） 

(ウ) 概算払希望申出書の記載誤りについ

て【意見】 

希望時期を平成 27 年４月とした補助金の概算

払希望申出書が、資金計画書と併せて提出されて

いる。この概算払希望申出書には、補助金の交付

決定通知の年月日及び番号を記載する欄がある

が、補助金の交付決定前に提出する場合には、補

助金の交付申請日を下段にかっこ書きで記載す

ることとされている。本申出書においては、補助

金の交付決定前の申請になるとのことであるた

め、当該記載欄には交付申請日を下段にかっこ書

きすることになる。補助金の交付申請日は平成 27

年４月１日であるため、当該日付を記載すべきと

ころ、平成 26 年４月１日と一年前の誤った日付

が記載されていた。 

概算払いを希望する場合には、資金計画書の提

出があればよく、概算払希望申出書の提出、また、
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その様式も任意とされているとのことであるが、

提出を受ける以上は精査されたい。（42 ページ）

(エ) 事業報告書における記載誤りについ

て【指摘事項】 

補助金交付要綱より、事業報告書（様式第１号）

には事業完了年月日の記載が求められている。本

事業報告書の事業完了年月日を確認すると、平成

27 年３月 30 日と記載されている。しかしながら、

本補助金事業は平成 27 年度事業であるため、事

業完了年月日は少なくとも平成 27 年４月１日以

降の日付とならなければならず、明らかに記載誤

りである。 

また、補助金交付要綱第８条では、補助事業の

完了の日から 20 日を経過する日までに実績報告

をするよう規定している。これは補助事業が完了

した後、速やかに報告書を提出してもらうための

ものであり、当該趣旨をも考慮するとその日付の

記載については適切に指導及びチェックが行わ

れなければならない。こうした観点から見ると、

事業完了年月日に前事業年度の日付が記載され

た事業報告書が何らの指摘を受けることなく処

理されているのは、審査体制が余りにも形骸化し

ていると言わざるを得ない。深度ある精査を行

い、補助金交付要綱の厳格な実施をされたい。 

（43 ページ） 

(オ) 補助金交付申請書における記載誤り

について【指摘事項】 

事業収支予算書（様式第２号）及び事業収支決

算書（様式第２号）は、以下のとおりである。 

（表略） 

事業収支決算書（様式第２号）の収入の部の中

で、市町村補助・負担金の本年度予算額が

3,500,000 円と記載されているが、事業収支予算

書の本年度予算額はもともと3,000,000円で計上

されている。これは、補助金申請の後に市町村補

助金が 500,000 円増加したため、事業収支決算書

において当初予算額を修正した旨の説明があっ

た。 

一方で、補助金交付申請書における「算定基準

額」の記載欄を見てみると、「（見込み）」の記載

が削除されている。これは、算定基準額（補助金

も含めた収入合計額）が確定している場合には

「（見込み）」を削除することとされているため、

補助金の交付申請がなされた平成 27 年４月１日

時点で補助金も含めた収入の金額が確定してい

ることになる。しかしながら、補助金の概算払い
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を受ける際に提出されている資金計画書には、補

助金に関して６月の摘要欄で「江府町０→50 万に

なる可能性あり（６月補正）」と記載されており、

事前に算定基準額に変動が生じる可能性を十分

に認識している。そして実際に江府町において補

助金の交付が行われ、上記のとおり予算額の補正

が行われている。 

したがって今回のケースのように、後に補助金

の額に変動が生じ、算定基準額が変わる可能性が

あると認められるような場合には、補助金交付申

請書の算定基準額の欄に「（見込み）」を記載して

おかなければならない。（43 ページ） 

(カ) 事業収支決算書、補助金実績報告書及

び事務調査調書における記載誤りについ

て【指摘事項】 

上記事業収支決算書における収入の部の本年

度決算額の合計金額が 10,858,211 円となるとこ

ろ、11,385,515 円と記載されている。また、連動

して、補助金実績報告書における「実績額」も同

様に 10,858,211 円となるところ、11,385,515 円

と誤った記載がなされている。単純な計算間違い

による誤記載と思われるが、指摘及び訂正は行わ

れていない。そして、その誤って提出された決算

書等の金額が事務調査調書の事業費の実績額と

しそのまま内部資料にも用いられている。その事

務調査調書には、「3.調査結果」として、「鳥取県

補助金等交付規則及び食のみやこ鳥取県推進事

業費補助金交付要綱に基づき適切な事業実施が

なされており、また、経理についても適正に事務

処理がなされていた。」との記載がなされている。

事務調査調書については、課内でも担当者以外

の者が確認しているとのことであったが、チェッ

ク機能が全く働いておらず、早急に体制の見直し

を図るべきである。（45 ページ） 

４ 食のみやこ鳥取県づくり支援交付金 

ア 交付金額の算定根拠について【意見】 

当該交付金の交付先である「とっとりご当地グ

ルメコミュニケーション」に 1,068,098 円交付さ

れているが、その交付対象経費にハタハタフェス

ティバル出展経費（交通、宿泊、運搬費）として

旅費が計上されている。ハタハタフェスティバル

の出展者募集要項の３概要(４)出展に係る経費

についての記載によると「出展料は無料、ただし

出展申込、商品・試食品・販売備品等の送付、旅

費、宿泊費等の経費は出展者の負担」と記載され

ていることから、交付対象経費にその費用を含め

 

 

ハタハタフェスティバルへの出展は、当該交

付団体が実施する様々な食のＰＲイベントのう

ちの一つであり、ハタハタフェスティバルに出

展するその他の団体とのバランスを考慮してい

なかったことによるものである。 

イベントの出展団体間の公平感が保たれるよ

う、県で実施するイベントへの出展経費は交付

金の対象経費から除くこととした。 

なお、当該フェスティバルは一定の役割を果

たしたため、平成 30 年度は実施しないこととし



 

 18

監査結果 講じた措置 

るのは不適切である。また、当該ハタハタフェス

ティバルには公募による多くの出展者がおり、そ

の多くが自己負担による出展であることを考慮

すると、公募要項に交付金・補助金の活用制限が

設けられていないことや首都圏での食のみやこ

鳥取県ＰＲという交付目的にあった活用とはい

え、一部の団体に当該経費の一部を交付すること

は、著しく公平感に欠ける対応と考える。（46

ページ） 

た。 

５ 鳥取県・秋田県共同ハタハタＰＲ業務委託 

ア 業務委託における鳥取県負担額について

【意見】 

鳥取県は㈱Ａと秋田県・鳥取県共同ハタハタＰ

Ｒ業務について業務委託契約書（各県単位）を結

び、「第５回秋田・鳥取うまいぞ！ハタハタフェ

スティバル」の企画運営を委託している。当該イ

ベントの趣旨や目的及び表題からして秋田県と

の共催事業であることから、原則、開催に要した

経費は両県で折半すべきものであると考える。実

施にあたって総経費の 50 ％が鳥取県の負担額に

なっているのか担当官に確認したところ、秋田県

は県内の市町村からの負担金や出展用ブースの

使用に関し出展者から出展料等を徴するなどし

て約 350 万円程度の負担となっているが、鳥取県

は県内の自治体や出展者からの出展料は徴して

ないほか、タレント手配費用が多額であったため

約650万円の負担額になっている旨の説明があっ

た。このようなイベントを開催するに際し、秋田

県では最小の負担で最大の効果が得られる工夫

をしていることから、鳥取県においても企画段階

で負担減となる工夫を検討するべきと考える。 

また、㈱Ａの実積内訳書を確認したところ、秋

田県との経費負担割合がおおむね合理的に区分

されていたが、企画プログラム・スタッフについ

ては、鳥取県応援団としてタレント手配料（さか

なクン知事応援 20 分＋45 分ステージ）の費用が

鳥取県分として計上されていた。さかなクンのタ

レント効果によってイベント全体の集客が図ら

れたことを考慮すると、さかなクン知事応援分の

20 分相当の鳥取県負担は理解できるが、45 分の

ステージは「さかなクンお魚教室」となっており、

鳥取県のみが負担する合理的理由がなく、費用対

効果を勘案すれば、秋田県と折半すべきものと認

められる。（47 ページ） 

 

 

 

当該事業は、ハタハタの認知度が高い秋田県

との連携により、首都圏での鳥取県産ハタハタ

の認知度向上を図ることが目的である。多くの

県内事業者に参加してもらい、鳥取県産ハタハ

タの商品を販売・ＰＲしてもらうため、県内の

自治体や出展者から出展料は徴さず、出展に係

る経費を鳥取県が負担したものである。 

また、鳥取・秋田の両県がそれぞれの負担に

おいてタレントを招へいすることとし、鳥取県

は「さかなクン」を招へいして、ＰＲ効果は非

常に高かった。 

平成 29 年度は、費用負担により合理性を持た

せるため企画段階で秋田県と協議を行い、イベ

ントの費用対効果や費用負担のあり方を十分に

検討した上で実施し、「さかなクン」のステージ

ではカニなど鳥取県産の魚介類を中心としたＰ

Ｒを行った。 

なお、当該フェスティバルは一定の役割を果

たしたため、平成 30 年度は実施しないこととし

た。 

６ 食のみやこ推進課が保管所持する各業務委

託契約書について 
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ア 契約書等の印紙貼付についての指導不足

【指摘事項】 

 今回の包括外部監査において、食のみやこ推進

課が担当する各事業において保管されている各

業務委託契約書等のほとんどに印紙が貼られて

いないことを確認した。 

不納付となっている代表的な契約書は以下の

とおりである。 

① 平成 27 年 11 月６日「委託契約書」団体Ｕ 

② 平成 28 年１月 13 日「委託変更契約書」団体

Ｕ 

③ 平成 27 年８月５日「委託契約書」団体Ｕ 

④ 平成 27 年 11 月６日「委託契約書」㈱Ｍ 

⑤ 平成 28 年１月 18 日「鳥取県・秋田県共同ハ

タハタＰＲ業務委託変更契約書」㈱Ａ 

⑥ 平成 27 年６月 24 日「請書」㈱Ｔ 

⑦ 平成 27 年４月１日「請書」団体Ｕ 

等々 

貼付もれの原因は、各担当部課での基本的な印

紙税法の理解不足と考えられる。 

印紙が貼られていない契約書が何らの疑問も

なく、関係資料に漫然と綴られている状況を確認

し驚きを覚える。 

なお、地方公共団体の作成される文書の印紙税

の取扱いの基本は以下のとおりである。 

県は地方公共団体であるため、印紙税法第５条

において非課税法人であり、地方公共団体が作成

する文書は非課税とされている。なお、印紙税法

第４条第５項、６項において、共同して作成する

文書はおおむね各当事者が１通ずつ所持すると

いう実態をとらえて、地方公共団体が所持する文

書は他の者が作成して地方公共団体に交付した

もの、他の者が所持する文書は国等が作成したも

のと仮定し、地方公共団体が所持するものについ

てだけ課税することとしている。 

県自体は納税義務を課されないが、契約書本体

は県が作成しているものであり、契約時に印紙貼

付する必要がある旨の指導文書を作成するなど

し、印紙の適正な貼付について誤りのないよう指

導すべきである。（48 ページ） 

 

 

契約書への収入印紙の貼付等の適正な事務処

理について、通知文書の発出及び会計事務研修

での説明等により注意喚起を行い、全庁的に周

知徹底を図った。 

なお、指摘のあった契約書等については、速

やかに印紙の貼付けが行われた。 

 

 

 

 
 
 
 

 


